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令和３年の管内の建設業の災害は、前年を17件（約31％）上回りました。事故の型別では、「墜落・転落災害」や
「新型コロナウイルス感染症による災害」が多く発生しました。また、令和４年１月の同災害件数は、２件発生し、前
年を１件下回っています。 本年は13次防の最終年になりますので、引き続き安全管理対策の徹底をお願いします。

■ 職場における労働衛生基準が変わりました

令和３年12月1日に「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が公布され、職場の衛生基準が

見直されました。主な改正内容は、以下のとおりです。

● 作業面の照度※令和４年12月１日施行 【事務所則第10条】

● 便所 ※令和３年12月１日施行 【事務所則第17条、安衛則第628条】

● 休養室・休養所 ※令和３年12月１日施行 【事務所則及び安衛則】
・随時利用が可能となるよう機能を確保する。

・入口や通路からの目隠し、出入り制限等、設置場所等に応じ、プライバシーと安全性の両者に配慮する。

● 救急用具【安衛則第634条】 ※令和３年12月１日施行 【安衛則第633条、旧第634条】

・作業場に備えるべき救急用具や材料について、一律に備えなければならない具体的な品目についての

規定を削除。職場で発生することが想定される労働災害等に応じ、応急手当に必要なものを産業医等の

意見、衛生委員会等での調査審議、検討等の結果等を踏まえ、備え付けることとした。
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●男性用と女性用に区別すること。

●男性用大便所の便房の数 ： 同時に就業する男性労働者60人以内ごとに一個以上。

●男性用小便所の箇所数 :  同時に就業する男性労働者30人以内ごとに一個以上。

●女性用便所の便房の数 ： 同時に就業する女性労働者20人以内ごとに一個以上。

●男性用と女性用に区別して設置する原則は維持。従来の基準を満たす便所を設けている場合は変更不要。
●少人数（ 同時に就業する労働者が常時10人以内）の場合は、建物の構造の理由からやむを得ない場合など
については、独立個室型の便所（男性用と女性用を区別しない四方を壁等で囲まれた一個の便房により構成さ
れる便所）で足りるものとした。既存の男女別便所の廃止などは不可。
●男性用と女性用の便所を設けた上で、独立個室型の便所を設けたときは、男性用及び女性用の便所の設置

基準に一定数反映（独立個室型便所１個につき、男女それぞれ10人ずつ減じることができる。）。

「事務所における労働衛生対策」 で検索 🔎

※

休養室

令和３年（速報）及び令和４年（１月末）の労働災害発生状況について



感電災害。 木造家屋建築工事業。 大曲署管内。 ７月
住宅の軒の補修工事において、被災者が破損した軒を足場上で補修する作業中、足場上にあった電柱か

ら住宅へつながる引込み線（電線）をくぐり抜けようとした際に、引き込み線の配線の被覆が剥がれていた箇

所に首が接触し、感電したものと推定される。

交通災害。 木造家屋建築工事業。 横手署管内。 ９月
作業現場で発生した廃材を産廃処理場へ軽トラックで運搬・積み下ろしした後、作業現場に戻るため、道

路上を走行し交差点（信号有）を右折したところ、直進してきた対向車（軽乗用車）と衝突した。

墜落災害。木造家屋建築工事業。 能代署管内。 10月

施設１階の軒天井を改修するために設けた足場の作業床上（高さ約1.9ｍ）もしくは、足場の昇降設備上か

ら、コンクリート床に墜落し、頭部を強打したものと推定される（災害発生時は保護帽未着用）。

墜落災害。 その他の建設業。 能代署管内。 12月

ボイラーの煙道修繕工事において、被災者は、煙道と煙突との境界部分で下請作業者が施工する煙道

補修作業状況を確認していたところ、煙道端部から7.3m下の煙突底面へ墜落した。

● 保護帽の種類

保護帽は大きく分けると、「墜落時保護用」と「飛来・落下物用」の

２種類（両者兼用のものも有り）があります。

前者には衝撃吸収ライナー（発泡スチロール製）があり、後者に

はありません（写真参照）。いずれも国家検定を取得する必要があ

ります。

● 保護帽の効果

保護帽の効果に関して、過去に興味深い実験が行われています。

高さ50cmの所から鉄板の上に転倒した際（図参照）の衝撃ですが、

保護帽なしでは、17kN（約1,700kg）の衝撃荷重で、これは頭蓋骨骨

折を引き起こすほどの値です。

また、「飛来・落下物用」の保護帽を着用した場合の衝撃は、保護

帽なしの約３分の２に減りますが、脳しんとうの限界域を超え、脳に

障害を与える可能性があります。

そして、「墜落時保護用」の保護帽を着用した場合は、５kN（約500

kg）を下回る衝撃でした。高さ１ｍの場合でも７kN（約700kg）程度に

抑えることができ、頭部にかかる負担はかなり軽減されます。

「墜落時保護用」の保護帽に備わる衝撃吸収ライナーは、頭部への

衝撃を緩和するための大切な部品で、墜落や転倒時に大きな効果を

発揮します。

このリアルな実験結果をみると「どうせかぶるなら、墜落時保護

用の方が安心！」ということになります。

● 「墜落時保護用」の保護帽を着用しましょう！

事例３の災害は、保護帽を未着用でしたが、「墜落時保護用」の保

護帽を着用していれば、衝撃が軽減され、もしかすれば死亡災害に

は至らなかった可能性があります。

また、事例１の災害には直接関連しませんが、絶縁用保護具として

の機能を兼ね備えた「電気用」（7000Ｖ以下）の保護帽もあります。

保護帽は、時には生死を分ける保護具 となりますので、極力、「墜落

時保護用」の保護帽の着用をお願いします。

なお、「夏場はムレるので、発泡スチロール付きの保護

帽は被りたく ない。」という声が時折り聞こえますが、発

泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないもの（検定取

得済）もありますので、是非ご検討ください。

令和３年に発生した県内の建設業の死亡災害（全４件）発生状況

事例４

事例２

事例３

■ 「保護帽」（ヘルメット）の役割等について

墜落時保護用 飛来・落下物用

保護帽の衝撃荷重実験

事例１

令和３年の県内の死亡災害は、上記のとおりいずれも他署管内で発生した災害のため、災害の概要のみ記載し
ましたが、事例３の「墜落災害」等に関連し、保護帽について、以下に留意してください。

保護帽なし：１７kN
墜落時保護用：５kN

衝撃吸収ライナー
撃

保護帽の表示

※検定取得（更新）年月、製造者名、製造年月、使用
区分、帽体の材質などが記載されています。撃


